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福
祉
医
療
助
成

　

大
阪
の
子
ど
も
の
医
療
費

助
成
制
度
の
対
象
年
齢
は
３

歳
未
満
で
、
全
国
的
に
最
低

レ
ベ
ル
だ
。
橋
下
知
事
は
、

選
挙
公
約
で
就
学
前
ま
で
の

拡
充
を
約
束
し
な
が
ら
、
就

任
し
た
途
端
に
医
療
費
助
成

の
窓
口
負
担
を
１
０
０
０
円

に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
裏

切
り
行
為
に
出
た
。
協
会
を

は
じ
め
、
多
く
の
府
民
の
声

に
よ
っ
て
実
施
を
阻
止
で
き

た
が
、
現
在
も
福
祉
医
療
費

助
成
制
度
の
在
り
方
検
討
会

を
非
公
開
で
開
催
し
、
助
成

制
度
改
悪
の
た
め
に
論
議
を

重
ね
て
い
る
。

　

協
会
は
、
こ
れ
ま
で
も
高

す
ぎ
る
窓
口
負
担
を
軽
減

し
、
府
民
が
安
心
し
て
歯
科

医
院
か
か
れ
る
よ
う
福
祉
医

療
費
助
成
制
度
の
改
善
を
求

め
て
き
た
。
03
年
に
は
、
協

会
の
府
交
渉
や
府
民
の
声
に

よ
っ
て
、
乳
幼
児
医
療
費
助

成
制
度
の
一
部
負
担
金
導
入

の
実
施
時
期
を
１
年
延
長
さ

せ
た
。
04
年
に
一
部
負
担
金

　

協
会
は
８
日
の
理
事
会
で
、
医
療
助
成
拡
充
や
指
導
改
善
な
ど
を
求
め
て
毎
年
実
施

し
て
い
る
大
阪
府
交
渉
の
２
０
１
１
年
の
要
望
内
容
を
固
め
た
。
子
ど
も
の
医
療
費
助

成
拡
充
や
保
険
料
引
き
上
げ
に
つ
な
が
る
国
保
「
広
域
化
」
の
撤
回
、
審
査
・
指
導
の

民
主
化
な
ど
、
12
分
野
１
０
３
項
目
。
今
年
は
、
従
来
の
要
望
に
加
え
、
口
腔
保
健
法

の
成
立
を
受
け
、
口
腔
保
健
条
例
の
制
定
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
条
例
に
よ
る
「
日

の
丸
・
君
が
代
」
の
押
し
付
け
中
止
や
、
原
発
依
存
か
ら
の
転
換
を
国
に
求
め
る
こ
と

な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
。
府
交
渉
の
ポ
イ
ン
ト
を
政
策
部
が
解
説
す
る
。

が
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
の
後

も
患
者
の
月
額
負
担
上
限

（
月
２
５
０
０
円
）
を
決
め

さ
せ
る
な
ど
の
改
善
を
実
行

さ
せ
て
き
た
。
引
き
続
き
、

誰
も
が
お
金
の
心
配
な
く
安

心
し
て
歯
科
医
院
に
か
か
れ

る
よ
う
助
成
制
度
の
拡
充
を

求
め
る
。

国
民
健
康
保
険

　

府
民
生
活
の
悪
化
を
背
景

に
大
阪
府
の
国
保
は
崩
壊
の

危
機
に
あ
る
。
滞
納
世
帯

は
、
国
保
加
入
世
帯
（
１
５

０
万
２
３
９
５
世
帯
）
の
４

分
の
１
に
上
る
。
こ
れ
に
よ

り
実
質
無
保
険
の
資
格
証
明

書
は
２
万
７
４
８
４
世
帯

に
、
無
保
険
予
備
軍
の
短
期

保
険
者
証
も
10
万
８
１
１
０

世
帯
に
発
行
さ
れ
る
と
い
う

異
常
事
態
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
危
機
的
状
況
に

も
関
わ
ら
ず
、
橋
下
知
事

は
、
大
阪
府
の
国
保
を
広
域

化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
広

域
化
す
れ
ば
、
各
市
町
村
が

国
保
料
引
き
下
げ
や
抑
制
の

た
め
に
行
う
独
自
繰
り
入
れ

が
無
く
な
り
、
保
険
料
が
大

幅
に
増
え
る
。
ま
た
国
か
ら

各
市
町
村
に
配
ら
れ
る
交
付

金
を
府
が
独
自
基
準
で
点
数

化
し
、
成
績
に
基
づ
い
て
再

配
分
す
る
方
針
を
決
め
て
い

る
。
独
自
基
準
は
財
政
健
全

化
と
し
て
い
る
が
、
実
態

は
、
人
権
無
視
の
財
産
調
査

や
厳
し
い
差
し
押
さ
え
で
あ

る
。
こ
う
し
た
方
向
が
、
府

民
の
い
の
ち
と
健
康
を
守
る

こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
の
は

誰
の
目
に
も
明
ら
か
だ
。

　

協
会
は
、
高
す
ぎ
る
保
険

料
の
引
き
下
げ
な
ど
、
す
べ

て
の
府
民
が
安
心
し
て
医
療

機
関
に
か
か
れ
る
よ
う
に
要

望
を
強
め
る
。

指
導
の
民
主
化

　

指
導
・
監
査
事
務
が
近
畿

厚
生
局
に
移
管
さ
れ
て
以

降
、
医
療
費
削
減
を
目
的
に

指
導
の
強
化
が
図
ら
れ
て
き

た
。
協
会
は
、
行
政
手
続
法

に
基
づ
い
た
懇
切
丁
寧
な
指

導
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
指
導

時
の
録
音
や
弁
護
士
の
帯
同

を
働
き
か
け
、
実
現
し
て
き

た
。
大
阪
府
は
、
国
保
分
の

指
導
な
ど
に
責
任
を
持
つ
べ

き
立
場
に
あ
る
が
、
実
態
は

近
畿
厚
生
局
に
付
き
従
い
、

判
断
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
状
況

だ
。

　

協
会
は
、
大
阪
府
と
し
て

主
体
性
を
持
っ
て
指
導
に
当

た
る
こ
と
、
特
に
行
政
手
続

法
に
基
づ
く
懇
切
丁
寧
な
指

導
を
実
施
す
る
よ
う
求
め

る
。

　

ま
た
現
在
、
近
畿
厚
生
局

が
高
点
数
に
よ
る
指
導
を
強

化
し
よ
う
と
計
画
し
て
い

る
。
こ
の
点
で
は
、
高
点
数

が
指
導
要
件
な
る
も
の
で
は

な
い
と
の
協
会
の
立
場
を
明

ら
か
に
し
、
認
識
を
改
め
さ

せ
る
よ
う
働
き
か
け
る
。

口
腔
保
健
事
業

　

国
会
で
８
月
２
日
、
歯
科

口
腔
保
健
の
推
進
に
関
す
る

法
律
（
口
腔
保
健
法
）
が
成

立
し
た
。
協
会
や
保
団
連
が

「
保
険
で
よ
い
歯
科
医
療
」

の
実
現
を
め
ざ
し
て
繰
り
返

し
要
請
に
取
り
組
む
な
か

で
、
歯
科
医
療
が
全
身
の
健

康
づ
く
り
に
欠
か
せ
な
い
と

の
認
識
が
地
方
議
会
や
国
会

議
員
に
も
広
が
り
、
全
会
一

致
で
法
律
が
成
立
し
た
。

　

口
腔
保
健
法
に
基
づ
い
て

各
都
道
府
県
で
歯
科
保
健
事

業
の
強
化
が
図
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
口
腔
保
健
条
例
の

制
定
や
口
腔
保
健
セ
ン
タ
ー

の
機
能
強
化
、
府
民
の
全
年

齢
を
対
象
に
し
た
歯
科
健
診

の
実
施
な
ど
、
歯
科
施
策
の

具
体
的
要
求
を
提
案
す
る
。

　

今
年
実
施
し
た
大
阪
府
健

康
づ
く
り
課
と
の
懇
談
（
１

月
28
日
）
で
は
、
歯
科
健
診

に
つ
い
て
当
局
か
ら
「
節
目

検
診
を
拡
充
す
る
方
向
で
各

市
町
村
に
働
き
か
け
を
強
め

て
い
る
」
と
の
話
が
出
さ
れ

た
。
し
か
し
節
目
で
は
、
健

診
か
ら
漏
れ
る
府
民
を
多
く

残
す
こ
と
に
な
る
こ
と
か

ら
、
全
年
齢
を
対
象
に
し
た

歯
科
健
診
制
度
の
創
設
が
求

め
ら
れ
る
。
ま
た
口
腔
保
健

事
業
を
抜
本
的
に
強
め
、
推

進
す
る
た
め
に
府
下
す
べ
て

の
保
健
所
に
歯
科
衛
生
士
を

配
置
す
る
こ
と
や
大
阪
府
が

府
民
の
口
腔
内
に
責
任
を
持

っ
て
歯
科
の
二
次
・
三
次
医

療
の
提
供
体
制
を
整
備
す
る

こ
と
、
高
齢
化
社
会
の
進
展

に
と
も
な
う
在
宅
歯
科
医
療

の
要
求
に
こ
た
え
る
た
め
の

駐
車
禁
止
除
外
標
章
の
発
行

な
ど
を
求
め
て
交
渉
す
る
。

１
．
府
政
全
般
に
つ
い
て

（
２
）
大
型
開
発
に
よ
る
財

政
悪
化
や
福
祉
行
政
の
後
退

に
つ
な
が
る
都
構
想
や
関
西

州
構
想
は
止
め
る
こ
と

（
４
）
全
て
の
府
立
施
設
の

耐
震
性
を
調
査
し
、
必
要
な

耐
震
化
を
た
だ
ち
に
進
め
る

な
ど
し
、
災
害
に
強
い
大
阪

府
を
つ
く
る
こ
と

（
８
）
条
例
に
よ
る
「
日
の

丸
・
君
が
代
」
の
押
し
つ
け

は
直
ち
に
や
め
る
こ
と

（
10
）
行
政
に
よ
る
職
員
へ

の
統
制
を
強
化
す
る
職
員
基

本
条
例
案
は
提
出
し
な
い
こ

と２
．
福
祉
医
療
費
助
成
制
度

に
つ
い
て

（
３
）
全
国
で
最
低
水
準
の

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
の

通
院
対
象
年
齢
を
た
だ
ち
に

就
学
前
ま
で
引
き
上
げ
る
こ

と
。

（
４
）
歯
科
の
特
性
を
勘
案

し
、
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制

度
は
、
入
通
院
と
も
た
だ
ち

に
義
務
教
育
終
了
ま
で
対
象

年
齢
を
拡
大
す
る
こ
と

３
．
国
民
健
康
保
険
事
業
に

つ
い
て

（
１
）
保
険
料
の
引
き
上
げ

に
つ
な
が
る
国
民
健
康
保
険

の
広
域
化
は
せ
ず
、
市
町
村

・
国
保
組
合
へ
の
補
助
金
を

増
額
し
、
高
す
ぎ
る
国
保
料

の
抑
制
に
努
め
る
こ
と

（
２
）
低
所
得
者
へ
の
保
険

料
軽
減
・
減
免
制
度
を
府
民

に
周
知
・
徹
底
し
、
減
免
基

準
の
引
き
下
げ
な
ど
、
制
度

を
拡
充
す
る
よ
う
府
と
し
て

市
町
村
へ
の
援
助
を
強
化
す

る
こ
と

（
３
）
18
歳
未
満
の
す
べ
て

の
子
ど
も
た
ち
に
通
常
証
を

発
行
す
る
こ
と

５
．
審
査
・
指
導
の
民
主
化

に
つ
い
て

（
１
）
保
険
医
療
機
関
に
対

す
る
指
導
に
あ
た
っ
て
は
、

近
畿
厚
生
局
と
の
連
携
を
前

提
に
し
つ
つ
も
、
選
定
委
員

会
へ
の
積
極
的
な
参
画
と
公

正
で
民
主
的
な
運
営
の
た
め

に
独
自
性
と
主
体
性
を
持
つ

こ
と

（
２
）
都
道
府
県
個
別
指
導

は
行
政
手
続
法
・
行
政
手
続

条
例
に
基
づ
き
、
公
正
で
民

主
的
に
行
う
こ
と
。
指
導
に

あ
た
っ
て
は
「
保
険
診
療
の

取
扱
い
、
診
療
報
酬
の
請
求

等
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て

周
知
徹
底
さ
せ
る
」
と
い
う

指
導
の
目
的
と
趣
旨
を
遵
守

し
、
懇
切
丁
寧
に
行
う
こ
と

（
６
）
指
導
対
象
の
患
者
名

簿
は
、
少
な
く
と
も
指
導
日

の
３
週
間
前
に
対
象
医
療
機

関
に
通
知
す
る
こ
と

（
10
）
新
規
個
別
指
導
の
結

果
に
も
と
づ
く
「
再
指
導
」

を
実
施
し
な
い
こ
と
。

（
13
）
介
護
保
険
の
返
戻

（
保
留
）
通
知
は
、
画
一
化

さ
れ
す
ぎ
て
お
り
、「
事

由
」「
内
容
」「
備
考
」
欄
を

見
て
も
「
理
解
が
困
難
だ
」

と
の
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
医
療
保
険
の
よ
う
に

明
細
書
の
現
物
に
不
備
な
箇

所
を
具
体
表
記
し
て
返
戻
す

る
方
式
に
改
め
る
こ
と

大
阪
府
交
渉
要
望
項
目

 

（
一
部
抜
粋
）

大阪 全国

38万6697円

32万5165円

08年度、大阪社保協調べ

国保保険料の平均年額 生活保護率

大阪 全国
09年度、厚労省資料より作成

3.1％

1.47％

全国の子ども医療費助成制度
対象年齢 都道府県

中学卒業 東京都、群馬県、鳥取県

小学卒業 栃木県

小学３年 千葉県、福井県、兵庫県、徳島県

就学前 神奈川県、愛知県、京都府など
28道府県

６歳未満 香川県、鹿児島県

５歳未満 山梨県

４歳未満 富山県、石川県、熊本県、沖縄県

３歳未満 大阪府、宮城県、新潟県、佐賀県

2011
大阪府交渉

安
心
し
て
歯
科
に
か
か
れ
る
大
阪
め
ざ
し

安
心
し
て
歯
科
に
か
か
れ
る
大
阪
め
ざ
し

医
療
助
成
や
国
保
改
善
を
要
望

６
．
口
腔
保
健
事
業
に
つ
い

て（
１
）
口
腔
保
健
法
に
基
づ

き
、
口
腔
保
健
条
例
の
制
定

を
進
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、

歯
科
関
係
団
体
は
も
ち
ろ

ん
、
府
民
の
声
を
聞
き
条
例

に
反
映
さ
せ
る
こ
と

（
２
）
府
は
口
腔
保
健
事
業

の
総
合
的
な
企
画
・
立
案
と

実
施
状
況
の
把
握
に
努
め
る

こ
と
。
そ
の
た
め
、
歯
科
保

健
関
係
の
位
置
づ
け
を
高
め

歯
科
保
健
推
進
事
業
室
な
ど

の
設
置
す
る
こ
と

（
３
）
健
診
機
会
の
少
な
い

中
小
事
業
所
や
共
同
作
業
所

な
ど
の
障
が
い
者
に
歯
科
健

診
の
機
会
を
増
や
す
な
ど
口

腔
保
健
教
育
を
進
め
、
労
働

衛
生
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

（
７
）
保
健
セ
ン
タ
ー
の
機

能
を
抜
本
的
に
充
実
さ
せ
、

常
勤
の
歯
科
医
師
や
歯
科
衛

生
士
を
配
置
す
る
こ
と

７
．
歯
科
医
療
の
供
給
体
制

に
つ
い
て

（
３
）
一
次
医
療
機
関
で
の

受
け
入
れ
困
難
な
患
者
に
対

応
す
る
た
め
、
府
立
系
５
病

院
は
公
的
な
基
幹
病
院
と
し

て
位
置
づ
け
、
歯
科
が
設
置

さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
つ

い
て
は
設
置
を
急
ぎ
、
医
療

圏
ご
と
の
整
備
計
画
を
整
え

る
こ
と

（
７
）
全
身
疾
患
を
含
め
た

障
が
い
者
（
児
）
の
高
次
の

歯
科
治
療
お
よ
び
口
腔
ケ
ア

を
可
能
と
す
る
施
設
が
大
阪

の
南
部
に
な
い
こ
と
か
ら
府

と
し
て
必
要
な
措
置
を
講
じ

る
こ
と

（
８
）
障
が
い
者
（
児
）
の

歯
科
健
診
を
実
施
し
、
治
療

と
の
連
携
シ
ス
テ
ム
を
系
統

的
に
追
求
す
る
こ
と

８
．
全
て
の
歯
科
医
師
に
対

す
る
公
平
な
情
報
提
供
と
機

会
均
等
に
つ
い
て

（
６
）
歯
科
保
健
に
か
か
る

事
業
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は

全
て
の
歯
科
医
師
に
公
平
な

機
会
を
与
え
る
こ
と

９
．
府
の
税
制
・
融
資
制
度

枠
に
つ
い
て

（
５
）
開
業
資
金
融
資
制
度

の
無
担
保
無
保
証
人
分
の
限

度
額
を
さ
ら
に
引
き
上
げ
る

こ
と

（
６
）
多
額
な
設
備
、
運
転

資
金
を
必
要
と
す
る
歯
科
医

療
機
関
向
け
の
独
自
融
資
制

度
を
創
設
す
る
こ
と

10
．
介
護
保
険
制
度
に
つ
い

て（
１
）
医
療
保
険
と
同
様

に
、
大
阪
府
独
自
の
介
護
保

険
利
用
料
助
成
制
度
（
仮

称
）
を
創
設
す
る
こ
と
。
特

に
住
民
税
非
課
税
の
利
用
者

は
も
と
よ
り
低
所
得
者
に
対

し
、
す
べ
て
の
サ
ー
ビ
ス
の

利
用
料
を
免
除
す
る
制
度
と

す
る
こ
と

（
２
）
医
療
保
険
で
一
部
負

担
金
助
成
の
対
象
に
な
っ
て

い
る
患
者
に
対
し
、
介
護
保

険
に
お
い
て
も
「
居
宅
療
養

管
理
指
導
費
」
の
利
用
料
を

助
成
す
る
こ
と

11
．
非
核
平
和
都
市
に
つ
い

て（
２
）
関
西
国
際
空
港
、
大

阪
空
港
、
堺
・
泉
北
港
、
泉

州
港
な
ど
の
一
切
の
軍
事
利

用
は
認
め
な
い
こ
と

12
．
下
記
項
目
に
つ
い
て
、

府
か
ら
国
へ
要
望
す
る
こ
と

（
22
）
原
発
依
存
エ
ネ
ル
ギ

ー
政
策
か
ら
の
一
刻
も
早
い

転
換
を
求
め
る
こ
と
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